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議案第63号 説明資料 

幕別町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

現  行  条  例 改  正  条  例 

 

○幕別町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例 
（平成26年９月26日 条例第16号） 

 

第１条～第５条   略 

 

（保育所等との連携） 

第６条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以下「居宅訪問型保

育事業者」という。）を除く。以下この条、第７条第１項、第14条第１項及び第

２項、第15条第１項、第２項及び第５項、第16条並びに第17条第１項から第３項

までにおいて同じ。）は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及

び家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も満３歳以上の児童に対して必

要な教育（教育基本法（平成18年法律第120号）第６条第１項に規定する法律に

定める学校において行われる教育をいう。第３号において同じ。）又は保育が継

続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う保育所、幼稚園又

は認定こども園（以下「連携施設」という。）を適切に確保しなければならな

い。ただし、離島その他の地域であって、連携施設の確保が著しく困難であると

町長が認めるものにおいて家庭的保育事業等（居宅訪問型保育事業を除く。第16

条第２項第３号において同じ。）を行う家庭的保育事業者等については、この限

りでない。 

⑴ 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な提供に

必要な家庭的保育事業者等に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支

援を行うこと。 

 

○幕別町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例 
（平成26年９月26日 条例第16号） 

 

第１条～第５条   略 

 

（保育所等との連携） 

第６条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以下「居宅訪問型保

育事業者」という。）を除く。以下この条、第７条第１項、第14条第１項及び第

２項、第15条第１項、第２項及び第５項、第16条並びに第17条第１項から第３項

までにおいて同じ。）は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及

び家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も満３歳以上の児童に対して必

要な教育（教育基本法（平成18年法律第120号）第６条第１項に規定する法律に

定める学校において行われる教育をいう。以下この条において同じ。）又は保育

が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う保育所、幼稚

園又は認定こども園（以下「連携施設」という。）を適切に確保しなければなら

ない。ただし、離島その他の地域であって、連携施設の確保が著しく困難である

と町長が認めるものにおいて家庭的保育事業等（居宅訪問型保育事業を除く。第

16条第２項第３号において同じ。）を行う家庭的保育事業者等については、この

限りでない。 

⑴ 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な提供に

必要な家庭的保育事業者等に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支

援を行うこと。 
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現  行  条  例 改  正  条  例 

⑵ 必要に応じて、代替保育（家庭的保育事業所等の職員の病気、休暇等により

保育を提供することができない場合に、当該家庭的保育事業者等に代わって提

供する保育をいう。以下この条において同じ。）を提供すること。 

⑶ 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児（事業所

内保育事業（法第６条の３第12項に規定する事業所内保育事業をいう。以下同

じ。）の利用乳幼児にあっては、第42条に規定するその他の乳児又は幼児に限

る。以下この号において同じ。）を、当該保育の提供の終了に際して、当該利

用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入

れて教育又は保育を提供すること。 

２及び３   略 

４ 町長は、家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設

の確保が著しく困難であると認めるときは、同号の規定を適用しないことができ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

５ 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、法第59条第１項に規定する施設

のうち、次に掲げるもの（入所定員が20人以上のものに限る。）であって、町長

が適当と認めるものを第１項第３号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として

適切に確保しなければならない。 

⑴及び⑵   略 

 

第７条～第22条   略 

 

（職員） 

第23条   略 

⑵ 必要に応じて、代替保育（家庭的保育事業所等の職員の病気、休暇等により

保育を提供することができない場合に、当該家庭的保育事業者等に代わって提

供する保育をいう。以下この条において同じ。）を提供すること。 

⑶ 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児（事業所

内保育事業（法第６条の３第12項に規定する事業所内保育事業をいう。以下同

じ。）の利用乳幼児にあっては、第42条に規定するその他の乳児又は幼児に限

る。以下この号及び第４項第１号において同じ。）を、当該保育の提供の終了

に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施

設において受け入れて教育又は保育を提供すること。 

２及び３   略 

４ 町長は、次のいずれかに該当するときは、第１項第３号の規定を適用しないこ

とができる。 

 

⑴ 町長が、法第24条第３項の規定による調整を行うに当たって、家庭的保育事

業者等による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先的に取り扱う措置その

他の家庭的保育事業者等による保育の提供の終了に際して、利用乳幼児に係る

保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育又は保育が提供されるよう必要な

措置を講じているとき。 

⑵ 家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の確保

が、著しく困難であると認めるとき（前号に該当する場合を除く。）。 

５ 前項（第２号に該当する場合に限る。）の場合において、家庭的保育事業者等

は、法第59条第１項に規定する施設のうち次に掲げるもの（入所定員が20人以上

のものに限る。）であって、町長が適当と認めるものを第１項第３号に掲げる事

項に係る連携協力を行う施設として適切に確保しなければならない。 

⑴及び⑵   略 

 

第７条～第22条   略 

 

（職員） 

第23条   略 
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現  行  条  例 改  正  条  例 

２ 家庭的保育者（法第６条の３第９項第１号に規定する家庭的保育者をいう。以

下同じ。）は、町長が行う研修（町長が指定する都道府県知事その他の機関が行

う研修を含む。）を修了した保育士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有す

ると町長が認める者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

⑴ 保育を行っている乳幼児の保育に専念できる者 

⑵ 法第18条の５各号及び法第34条の20第１項第４号のいずれにも該当しない者 

３   略 

 

第24条～第36条   略 

 

（居宅訪問型保育事業） 

第37条 居宅訪問型保育事業者は、次の各号に掲げる保育を提供するものとする。 

⑴～⑶   略 

⑷ 母子家庭等（母子及び寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）第６条第４項に 

規定する母子家庭等をいう。）の乳幼児の保護者が夜間及び深夜の勤務に従事 

する場合への対応等、保育の必要の程度及び家庭等の状況を勘案し、居宅訪問 

型保育を提供する必要性が高いと町長が認める乳幼児に対する保育 

 

 

⑸   略 

 

第38条～第49条   略 

 

 

 

 

 

 

 

２ 家庭的保育者（法第６条の３第９項第１号に規定する家庭的保育者をいう。以

下同じ。）は、町長が行う研修（町長が指定する都道府県知事その他の機関が行

う研修を含む。）を修了した保育士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有す

ると町長が認める者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

⑴ 保育を行っている乳幼児の保育に専念できる者 

⑵ 法第18条の５各号及び法第34条の20第１項第３号のいずれにも該当しない者 

３   略 

 

第24条～第36条   略 

 

（居宅訪問型保育事業） 

第37条 居宅訪問型保育事業者は、次の各号に掲げる保育を提供するものとする。 

⑴～⑶   略 

⑷ 母子家庭等（母子及び寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）第６条第５項に 

規定する母子家庭等をいう。）の乳幼児の保護者が夜間及び深夜の勤務に従事 

する場合又は保護者の疾病、疲労その他の身体上、精神上若しくは環境上の理

由により家庭において乳幼児を養育することが困難な場合への対応等、保育の

必要の程度及び家庭等の状況を勘案し、居宅訪問型保育を提供する必要性が高

いと町長が認める乳幼児に対する保育 

⑸   略 

 

第38条～第49条   略 

 


